
 

 

 

 

 

 

 

兵庫県司法書士会と「災害時における被災者相談業務の実施に関する協定」

を締結します 

 

1 目的 

尼崎市は、災害時における被災者支援のための相談業務を円滑かつ適切に実施し、市民の不安解消と

生活の復興を図ることを目的として、兵庫県司法書士会と「災害時における被災者相談業務の実施に関

する協定」を締結します。 

 

2 協定相手方 

兵庫県司法書士会 （神戸市中央区楠町２丁目２番３号） 
 

3 協定内容 

⑴ 相続に関する相談 

⑵ 不動産登記及び商業、法人登記に関する相談 

⑶ 不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談 

⑷ 成年後見制度に関する相談 

⑸ その他司法書士法に定める業務に関する相談 

 

4 協定期間 

協定締結日（令和７年１月 31日）から令和７年３月 31日まで（１年毎の更新） 

 

5 協定書 

別紙のとおり 

                                                        以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7 年 1月 28 日 

所 属 災害対策課 

所属長 清水 計秀 

電 話 06－6489－6165 



 

 

 

災害時における被災者相談業務の実施に関する協定書 

 

 尼崎市（以下「甲」という。）と兵庫県司法書士会（以下「乙」という。）とは、災害時における被災

者支援のための相談業務に関して、次のとおり協定を締結する。  

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第２条第１号に定める災害及びこれ

に類する 大規模な被害が尼崎市内で発生した場合（以下「災害時」という。）において、甲の要請に

基づき、乙が実施する司法書士による被災者支援のための相談業務（以下「被災者相談業務」という。）

について必要な事項を定めることにより、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施し、もって災害時に

おける尼崎市民の不安解消と生活の復興を図ることを目的とする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において被災者相談の必要が生じたときは、乙に対して協力を要請することがで

きる。 

２ 前項のほか、乙が災害時において特に必要と認めるときは、乙は甲に対して被災者相談業務の実施

を求めることができる。この場合において、甲が必要と認めるときは、乙に対して協力を要請する。  

３ 乙は、前２項の要請を受けた場合には、速やかに乙または乙の関係団体の構成員の中から相談員を

選出し、甲が指定する相談窓口に相談員を派遣するものとする。 

 

（要請手続） 

第３条 前条第１項及び第２項に規定する要請は、甲が乙に対して、被災者相談業務を実施する日時、

場所及び期間その他必要事項を明らかにした書面を交付して行うものとする。ただし、書面交付が困

難な場合には、口頭、電話、電子メール等により要請し、追って書面を交付するものとする。 

 

（被災者相談業務の範囲） 

第４条 この協定により、乙が実施する被災者相談業務は、以下のものとする。 

（１）相続に関する相談 

（２）不動産登記及び商業、法人登記に関する相談 

（３）不在者財産管理制度及び相続財産管理制度に関する相談 

（４）成年後見制度に関する相談 

（５）その他司法書士法に定める業務に関する相談 

 

（被災者相談業務の実施） 

第５条 甲は、被災者相談業務の実施にあたり、以下の業務を行うものとする。 

（１）相談会の広報 

 （２）相談会場の確保 

 （３）関係機関、派遣先相談窓口、他の専門機関等との連絡調整 

２ 乙は、被災者相談の実施にあたり、以下の事項についての業務を行うものとする。 

 （１）相談員の派遣 

 （２）相談の実施 

 

 

 



 

 

 

（体制整備） 

第６条 乙は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、必要と認められるとき

は、甲の 要請に直ちに対応できる体制を確保するよう努めるものとする。 

２ 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を置き、当該連絡責任者を変更したときは、速やかに相

手方に通知するものとする。 

３ 甲及び乙は、平常時において、被災者相談業務を円滑かつ適切に実施するための情報交換を行うも

のとする。 

 

（費用負担） 

第７条 被災者相談業務における会場費及び広報費について、甲の負担とする。 

２ 被災者相談業務に従事する相談員の人件費その他の費用は、乙の負担とする。 

 

（相談料） 

第８条 この協定により実施する被災者相談業務における相談料は無償とし、相談者に負担を求めな

いものとする。 

 

（損害の補償） 

第９条 この協定に基づく被災者相談業務の実施において、乙及び乙が派遣した者に損害が生じた場

合であって、甲の責めに帰すべき事由によらないものについての損害補償は、乙の責任において行う。

ただし、甲が定める条例等の適用によって損害補償がなされる場合はこの限りではない。 

 

（有効期間） 

第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月３１日までとする。ただし有効期間

満了の日の３０日前までに、甲又は乙の一方から相手方に対し、文書による異議の申出がないときは、

有効期間満了の日の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めない事項又はこの協定の解釈について疑義を生じたときは、その都度、甲乙

双方が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名の上、各１通を保有する。 

 

 

                 令和７年１月３１日 

                       甲  兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

                         尼崎市 

                         代表者 尼崎市長 松本 眞    ㊞                      

 

                       乙  兵庫県神戸市中央区楠町２丁目２番３号 

                          兵庫県司法書士会 

 会長 野上 英則         ㊞ 

 

 


